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1．はじめに

　情報システムの開発において，要求定義は，システム

化の対象となる領域が抱える問題を特定し，その問題の

解決策を考案し，情報システムを用いて解決策を実現す

るための方法を定義する重要なプロセスである．費用や

納期，取り巻く環境などの条件を加味した上で，問題の

特定からシステム開発に至る要求を，合理的かつ最適に

導き出すために，要求工学のさまざまな標準や知識体系

が提供されている [1],[2],[3],[4],[5],[6]．
　筆者の所属する組織においても，そのような標準や知

識体系に基づき要求定義を進めることを実践している．

たとえば，筆者らは要求定義のプロセスを詳細化し，入

力・処理・出力のプロセスからなる作業標準，成果物を

記述する仕様記述の雛形，出力された成果物を検証する

チェックリストを共有するなどの取り組みをしている．

しかし，実際の要求定義は，システム化の対象となる領

域，組織が直面する課題，市場・技術・環境などの条件

に応じた工夫が必要となる．そのため，初級のアナリス

トや技術者が要求定義を効率的に進めることは困難で

ある．

　筆者らは，要求定義にはベテランの技術者やアナリ

ストらのノウハウが必要であるとして，彼らの持つ暗

黙知を形式知化し共有する手法を考案し実践してきた

[7],[8]．この取り組みの一環で，要求定義の初期の段階

で獲得するステークホルダ要求 [6]に着目したところ，

ステークホルダの識別にもさまざまなノウハウが必要で

あることが分かった．ここで，ステークホルダとは，要

求，あるいは，要求が定めるビジネスや情報システムに

関与する個人，あるいは組織を指す [5]．ステークホル

ダ識別は，要求定義の出発点であり，要求を獲得する源

泉であるステークホルダの識別に失敗すれば，獲得でき

た要求の品質も安定しないことになる．筆者らは，ステ

ークホルダ識別が不十分であったことが要因で，開発で

の手戻りが発生する問題に直面した．その失敗経験に基

づき，ステークホルダ図，ステークホルダマトリクスに

よるステークホルダ識別の手法を具体化し，その効果を

確認したので，本稿で述べる．

　以下，本稿は次のように構成する．第2章では，本稿

で取り上げるステークホルダ識別の位置づけを示し，筆

者らの組織が直面した問題の例を説明する．第3章では，

実際にステークホルダ識別を実施するにあたり，筆者ら

が取り組んだ手法を紹介する．第4章では，第2章で述

べた問題に対して，取り組み中のステークホルダ識別手

法を適用した結果を示し，本手法の効果を考察する．第

5章では，このような取り組みで得られた教訓を整理し，

第6章で本稿をまとめる． 

2．ステークホルダ識別の位置づけと直面した
問題

2.1　ステークホルダ識別の位置づけ
　REBOK[5]において，情報システム開発の上流工程で

実施される要求開発は，要求獲得，要求分析，要求仕様

化，要求の検証・妥当性確認・評価のプロセスで構成さ

れるとしている．このうち，要求の源泉となるステーク

ホルダとのやりとりは，要求獲得のプロセスにおいて実

施される．要求獲得プロセスおよびステークホルダ識別

について，REBOKでは次のように整理されている．

　•  要求獲得プロセスは，ステークホルダ識別，現状
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システムの理解，現状システムのモデル化，課題

の抽出と原因分析，課題解決に向けたゴールの抽

出，ゴールを達成する手段の抽出，実現すべき将

来システムのモデル化，要求の記述と詳細化によ

って構成される．要求獲得プロセスの最初に，要

求の源泉となるステークホルダを識別する．

　•  要求獲得活動において，ステークホルダは要求ア

ナリストがインタビューを行う対象者となる．必

要に応じ，インタビューを通して，インタビュー

したステークホルダの関係者を新たなステークホ

ルダとして特定する．

　獲得する要求に関係するステークホルダを漏れなく識

別することが重要であり，ステークホルダを識別するた

めの分析手法が検討されている [5]．しかし，これらの

手法は，実際の組織の標準に直ちに取り入れられるほど

の具体化には至っていない．

2.2 ステークホルダ識別に関して筆者らの組織が直面し
た問題

　筆者らの組織は，従来ステークホルダ識別を実施して

いなかった．その結果，発生した問題を以下に示す．

2.2.1 ステークホルダからの要求変更により手戻りが

発生した問題

　これは，あるシリーズ製品の次期モデルの開発時にお

いて発生した問題である．開発者は，次期モデルの開発

において，既存モデルと同様のステークホルダから要求

を獲得していた．ところが，基本設計に着手した際，想

定していなかった関係者から，要求追加が発生した．ス

テークホルダ間での協議の結果，追加された要求は優先

度の高い要求であるとの判断がされた．そこで，開発者

は設計業務を中断し，追加要求に対応した．開発プロジ

ェクトとしては，要求を再定義する手戻りが発生した．

　本問題の要因は，開発者が対象となる製品の市場等の

変化を認識せず，いつもの決まったステークホルダから

要求を獲得していたことにあると考えられる．

　なお，本問題は第4章にて再度取り上げて説明し，発

生した問題の解決策とその適用評価について述べる．

2.2.2　オペレーション担当の要求が漏れていた問題

　これは，基幹系メインフレームシステムのメインテナ

ンスコスト削減のため，オープンプラットフォームへの

リプレースに対して発生した問題である．開発者側は，

Webトップによるアプリケーションに置き換えることを

提案し，発注者側の合意を得て，リプレースを実施し

た．Webトップの画面にアプリケーションを置き換えた

ため，従来とは異なる画面操作となった．発注者側の受

け入れテストにおいて，実際にオペレーションをする担

当者から，従来通りの業務ができず，業務運用に支障を

きたすとの意見があがり，ユーザインタフェースの修正

要求が発生し，開発作業をやり直すことになった．

　本問題の発生要因として，要求獲得の段階で，ステー

クホルダとして，実際に業務を行う担当者を含めて，合

意形成を行っていなかったことが考えられる．

2.2.3 保守に関連する関連機器メーカの要求が漏れて

いた問題

　これは，ある機器を用いた情報システムの運用に関す

る問題である．当該情報システムの保守運用では，その

機器向けの消耗品の交換メッセージが画面に表示される

と，機器メーカの保守サービス担当に交換を依頼する運

用ルールがあった．しかし，当該情報システムの保守担

当者には運用ルールの知識はなく，消耗品の交換メッセ

ージが表示されるつど，開発部門に問い合わせ，対応の

指示待ちを繰り返していた．その間，情報システムは停

止となり，利用者は情報システムを用いた業務が実行で

きず，業務効率が悪化する事態が発生していた．

　本問題の要因の1つは，機器メーカの保守サービス担

当がステークホルダから漏れていた点にある．その結果，

消耗品交換に対する保守運用の要求が仕様化されず，こ

のような問題が発生したと考えられる．

3．ステークホルダ識別の具体化による問題解決

　上述した2.2.1 ～ 2.2.3の問題発生の要因は，要求獲得

時にステークホルダの分析が不十分であった点にあると

考えられる．こうした問題の解決には，要求を獲得する

源泉となるステークホルダの識別方法を，開発標準中に

取り入れ，分析した結果を可視化し，それらを元に関係

者で合意をし，合意されたステークホルダを中心に要求

定義を実施することが重要である．

　筆者らは，要求定義ではベテランの技術者やアナリ

ストらのノウハウが必要であるとして，暗黙知を形式

知化し共有する手法を考案し実践してきた [7],[8]．文献

[7],[8]では要求定義のプロセス全体や品質検証の方法を

形式知化したものの，ステークホルダ識別に特化したノ

ウハウは形式知化できていなかった．そこで，本稿では

ステークホルダ識別の実施手法の形式知化に取り組ん

だ．本稿で考案した手法は，Sharpらが提案したステー

クホルダ識別の技術である，（1）ベースラインと関連ス

テークホルダによるステークホルダ識別 [9],[10]および，
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（2）ステークホルダマトリクスによる利害関係予測 [5]
により構成する．本稿で提案する手法と既存手法との違

いは，成果物の記述の雛形を定義し，その雛形に基づき

（1）および（2）の実施手順を具体化した点である．本

手法により，2.2.1 ～ 2.2.3の問題を含む，ステークホル

ダの漏れの防止や，想定外のステークホルダからの要求

追加による開発計画の変更などのリスクを回避すること

を目指している．

　以下，それぞれの手段の詳細について解説する．

3.1　ベースラインと関連ステークホルダによるステーク
ホルダ識別

　ここで提案する手法はSharpらが提案したステークホ

ルダ識別 [9],[10]に基づく．Sharpらはベースラインステ

ークホルダとして次の人や組織を列挙している．

　• ユーザ：システムの直接の利用者．ユーザはシス

テムの利用頻度，利用経験，期待する目標，組織

内の地位，組織の内部か外部かによって区別でき

る．ここには操作員も含まれる．

　• 開発者：分析者，設計者，プログラマ，テスタ，

品質保証，保守員，教育担当者，プロジェクト管

理者．ツール開発者など2次的な支援者も含む．

　• 意思決定者：システム開発に責任を持つ組織内の

ステークホルダ．開発者と発注者の両方を含む．

　Sharpらはベースラインステークホルダへの情報のや

りとりのパターンにより，関連するステークホルダを次

の3つのステークホルダに分類している．

　• サテライト：ベースラインステークホルダとさま

ざまな方法により相互作用を行うステークホルダ．

　• サプライヤ：ベースラインステークホルダに情報

を提供し，その仕事を支援するステークホルダ．

　• クライアント：ベースラインステークホルダが開

発した製品を処理／検査するステークホルダ．

　Sharpらは実開発で本手法を実施するための成果物の

統一化などの方法は示していなかった．そこで，筆者ら

は，ステークホルダ間の関係を記述する成果物の記述の

雛形と本雛形を用いたステークホルダの識別手順を定義

した．定義した手順を以下に示す．

　• ステークホルダを洗い出しベースラインステーク

ホルダとする．

　• 抽出した各ベースラインステークホルダに対して

情報のやりとりを考慮し関係者を洗い出す．

　• 洗い出した関係者をサプライヤ／クライアント／

サテライトステークホルダに分類する．

　• 抽出できたステークホルダを共通フォーマットを

用いてステークホルダ図に記述する．

　• 複数名の開発者によってステークホルダ図を記述

し，記述結果を比較する．

　• 関係者間で上記の結果の差異を議論し，ステーク

ホルダ図を再構成し，関係者全員で合意を得る．

　上記の具体例を図 1を用いて説明する．図 1は，共通

フォーマット上に勤務管理システムを題材にしたステー

クホルダの関係を示した例である．勤務管理システムは，

組織に所属する従業員の勤務時間などを管理するシステ

ムである．勤務管理システムに蓄積管理されるデータに

基づいて，給与計算等が行われる．

　ベースラインステークホルダには，開発者や仕様決定

者のほか，利用者として従業員，事務担当，管理者，総

務担当，経理担当を定義している．また，勤務管理シス

テムの情報に基づいて給与計算を行うことから，人事給

図 2　分散コミュニティ支援モデル

図 1　ベースラインおよび関連ステークホルダ間の関係図
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与システムをベースラインステークホルダとしている．

　ベースラインステークホルダである総務担当は，法律

上の問題点や法令の変更情報などを常に確認しておかな

ければならない．労働基準監督署は，従業員の勤務情報

を総務担当から入手し，従業員の勤務実態の適切さを監

視する．労働基準監督署からの通達等により，勤務管理

の業務ルールの仕様に影響が発生する可能性がある．こ

のような場合に，労働基準監督署をサテライトステーク

ホルダとして抽出できる．

　従業員の労働時間の上限などは法律に基づき決定され

るため総務担当は法令の変更情報などを得る必要があ

る．よって，総務担当に情報を提供するサプライヤステ

ークホルダとして法務担当者を抽出する．

　従業員の本来業務は，顧客に商品やサービスを提供す

ることである．本勤務管理システムを導入した組織が開

発した商品／サービスを提供する顧客を，クライアント

ステークホルダとして定義する．

　以上，ベースラインステークホルダを基点とし，サテ

ライト，サプライヤ，クライアントの観点に拡張してス

テークホルダを洗い出すことにより，ステークホルダを

漏れなく洗い出すことが期待できる．

3.2　ステークホルダマトリクスによる利害関係予測
　3.1に従いステークホルダの抽出後，ステークホルダ

マトリクスを用いてステークホルダ特性を分析し，利害

関係予測やリスク抽出を行う．ステークホルダの特性分

析では，ステークホルダと要求の利害関係の度合いを，

影響度や重要度として評価する．影響度とは，その要求

を開発の範囲とするかどうかの意思決定に対する決定力

や発言力など，あるステークホルダが及ぼす影響の大き

さである．重要度とは，定義される要求の必要性の度合

いである．

　筆者らの手法では，ベースライン，サテライト，サプ

ライヤ，クライアントの観点で洗い出したステークホル

ダに対して，主な要求ごとに，影響度と重要度の観点で，

ステークホルダ間の関係を分析する．ステークホルダご

との影響度と重要度の特性に対する位置づけは，後述す

るステークホルダマトリクスを用いて可視化し，関係者

レビュー，合意形成，知識継承に用いる．影響度と重要

度は，それぞれ，高い／低いの2値を設定する．ステー

クホルダの観察やインタビューから，重要度や影響度の

考え方に差があり，要求の優先度にばらつきが生じた場

合，影響度，優先度の値を，-5 ～ 5までの10段階に詳

細化し，ステークホルダマトリクス上での配置を決める．

10段階の値の考え方を表 1に示す．

　図 2は「事務業務Xをシステム化し自動処理したい」

という要求へのステークホルダA，Bの重要度と影響度

を表す．図2の配置は次の①②により決める．

　①各ステークホルダの重要度を高い／低いの2値で分

類する．図2の場合はAが高く，Bが低いとなった．

次に，高い／低いの値を表1の5段階に詳細化し関

係者間で議論する．図2の場合，AとBの重要度を

10段階（-5 ～ 5）評価でそれぞれ3と-3とした．

　②各ステークホルダの影響度を高い／低いの2値で設

定する．図2の場合はA，Bのどちらも高いとなった．

そこで，重要度と同様に「高い」の値を表1の5段

階に詳細化し関係者で議論した．Aは本システムの

投資実行への権限を持つ1人であり，AはBの意見

を考慮する関係にあるので，影響度を10段階（-5

～ 5）評価でそれぞれ4と2と定義した．

表 1　「影響度」，「重要度」の値の考え方

値 影響度 重要度
+5 意思決定の最終決定権あり 当該要求は絶対に必要
+4 意思決定者の 1人 当該要求は必要
+3 意思決定者への発言力あり 当該要求はほぼ必要
+2 意思決定者が意見を重視する 当該要求はある方が良い

+1 意思決定者が意見を考慮することがある
当該要求はある方が良いが
なくても良い

-1 意思決定者が意見を考慮する
ことはほぼない

当該要求の要／不要に関心
なし

-2 意思決定者が意見を考慮する
ことはない

当該要求の存在を認識して
いない

-3 意思決定者はその存在をほぼ
考慮しない

当該要求はほぼ不要

-4 意思決定者はその存在を考慮
しない

当該要求は不要

-5 意思決定者はその存在をまっ
たく考慮しない

当該要求は絶対に不要

 
影響度

重要度

対象要求：事務業務Xをシステム化し自動処理をしたい

凡例

高い低い
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低い
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B

ステーク
ホルダ

図 2　ステークホルダマトリクスの記述雛形
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　たとえば，文献 [6]が示すステークホルダ要求の仕様

化方法で示された管理や運用などの主要な要求ごとに

図2のようなステークホルダマトリクスを定義すること

で，ステークホルダごとの重要度と影響度の違いを明確

にできる．BがAよりも高い影響力を持った重要度の高

い要求（図2とは別の要求）のステークホルダマトリク

スがあったとする．全体の投資額が限定され，要求の絞

り込みが必要な状況では，各ステークホルダマトリクス

を比較することで，AとBが衝突するリスクがあること

を事前に把握できる．このようなリスクが事前に把握で

きれば，ステークホルダ間でのすり合わせの期間をあら

かじめ計画に組み込むなど，余裕を持った対応が可能に

なる．

4. 適用評価・考察

　第3章で述べたステークホルダ識別の手法を，2.2.1 ～

2.2.3に示した問題に対して適用し，結果を分析し，本

手法の有効性を考察する．

4.1　事例適用
　ここでは2.2.1の問題に対して，提案するステークホ

ルダ識別の手法を適用した結果を示す．

4.1.1　ステークホルダ図によるステークホルダの抽出

　2.2.1の問題で示したシステム開発に関するステーク

ホルダを洗い出し，ステークホルダ図としてまとめたも

のを図 3に示す．

　2.2.1にて述べたように，本件はシリーズ製品の次期

モデルの開発案件である．前モデル開発までのステーク

ホルダは，発注者である組織A，その製品の利用者とな

る組織B，製品の開発を担当する組織CとD，製品開発

への投資実行を担当する経営部門Eである．そこで第3

章で考案した手法を適用し，ベースラインステークホル

ダに対して情報のやりとりがある関係者を整理すると，

上位事業部門X，研究開発部門Y，クライアント製造メ

ーカZを洗い出すことができた．

　上位事業部門Xは，ここで開発した製品の販売に関心

を示し，経営部門Eと連携している．よって本部門Xは，

サテライトステークホルダとなる．研究開発部門Yは最

新技術についての情報を経営部門や開発者にもたらす．

よってこれをサプライヤステークホルダと位置づけた．

開発者が開発した製品を提供する予定のクライアントは

製造メーカZである．よって，Zをクライアントステー

クホルダとして定義した．

4.1.2 ステークホルダマトリクスによる重要度と影響

度の把握

　対象となるシリーズ製品開発の次期モデルは，「ある

条件下の処理時間は10分とする」という時間効率性要

求と「誤動作を誘発しにくいGUI」という操作性要求に

対して要求変更が発生した．ベースラインステークホル

ダは時間効率性要求を優先し，操作性要求を開発範囲外

と決定した．しかし，開発の途中で要求変更が発生し，

操作性要求へ急遽対応することになった．

　時間効率性要求と操作性要求に対するステークホルダ
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図 3　あるシリーズ製品開発におけるステークホルダ図
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マトリクスを，それぞれ図 4および図 5に示す．図中の

記号A ～ Zは，図3のステークホルダ名の末尾の記号と

一致させた．ステークホルダマトリクスは10段階評価

（-5 ～ 5）で詳細化した．

●時間効率性要求のステークホルダマトリクス（図 4）

　発注者組織A，利用者組織B，開発者組織C，Dはこ

れまでの経験が共有され，時間効率性要求は最重要事項

と認識されていたため，重要度を5とした．Aには開発

範囲の意思決定権があり影響度は最も高く，影響度を5

とした．Bは開発範囲の意思決定権はないもののAが利

用者であるBの意見を考慮する関係にあるため，Bの影

響度を2とした．DはCの下部組織であり，それぞれ発

注者の依頼で開発するため，影響度は低く，C，Dの影

響度は，それぞれ-2，-3とした．

　投資実行を決定する経営部門Eは，本要求を開発範囲

とするかどうかの意思決定をAに委譲していたため影響

度は-5とした．また，上位事業部門X，研

究開発部門Y，クライアント製造メーカZは，

実際の開発範囲への決定権はないため影響度

を-5とした．E，Xは時間効率性は追求して

もよいと考えている程度で，さらにXの関心

がより低いため，各重要度は2，1とした．Z

の本要求への関心は低く，Yは要求の存在す

ら認識していないと想定したものの，絶対的

不要である-5とできる根拠はないため，そ

れぞれ，-1，-2程度とした．

●操作性要求のステークホルダマトリクス

（図 5）

　Zが本製品を実際に利用する可能性が高く

なり，操作性要求を自らの問題として捉えた

ことから，重要度は5となった．また，最終

顧客であるZの要望に応えるため事業方針が

変更され，XおよびEの本要求の重要度が 5

となった．そして，EはAへの権限委譲を解

消し，Xは上位事業部門としてEへの影響力

を高めた．よって，XとEの本要求への影響

度は，それぞれ，5，4とした．なお，Yの影

響度は従来通り-5で，操作性要求への関心

は低く重要度は-3である．

　ところで，A ～ Dの本要求への重要度は

低い点で共通しており，-3とした．また，A

～ Dの影響度は，X，Eと比較し，それぞれ， 

3，1，-2，-3とした．

　図5では，影響度が高いと設定しているス

テークホルダ間で，要求の重要度が衝突していることが

明らかになる．また，さらに図4と図5を比較すると，

影響度が高いAとBは，図4，図5の2つの要求に対して，

異なる優先度を設定している．こうしたことから，投資

が限定され，要求を絞り込む際に，効率性と操作性の一

方を開発することになれば，その選択に至る過程で衝突

が発生するリスクがあることが事前に分かる．

4.2 ステークホルダからの要求変更により手戻りが発生
した問題への適用効果

4.2.1 ベースラインと関連ステークホルダによるステ

ークホルダ識別の効果

　図3のステークホルダ図を用いることで，ベースライ

ンステークホルダと暗黙的に連携していた上位事業部門

X，研究開発部門Y，今後の製品提供先となる製造メー

カZなど，要求獲得の源泉となる可能性のある組織を洗
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い出し，関係者間で認識することができた．通常の開発

では，ベースラインステークホルダを優先して要求を獲

得する傾向があるが，関連ステークホルダの影響を受け

て要求への重要度や影響度が変化する可能性を意識する

ことで，要求変更へのリスクを事前に洗い出すことがで

きる．

4.2.2 ステークホルダマトリクスによる利害関係予測

の効果

　問題があった2.2.1のケースでは，「誤動作を誘発しに

くいGUI」要求に対しては，重要度は低いとして開発範

囲には取り入れず，「ある条件下の処理時間は10分とす

る」といった時間効率性要求についての対応を優先した．

図4，図5のステークホルダマトリクスを用いて，各要

求に対するステークホルダ間の重要度や影響度の関係を

可視化することで，重要度が逆転している要求の存在が

明らかになった．加えて，重要度が逆転するケースで，

要求の優先度について合意を得ずに進めた場合，影響度

の高い組織から手戻り要求が発生するリスクがあること

も認識できた．ステークホルダマトリクスは，要求とス

テークホルダの違いによって，重要度と影響度が異なる

状況を可視化し，関係者間で状況を共有しやすくし，問

題発見と対策立案に早期に着手することに役立つ．

　性能や移植性の改善要求は，開発者からの要求であれ

ば，重要度が高くなり，操作性や機能性などの要求は，

関連ステークホルダからの重要度が高くなる傾向にあ

る．また，新たな法令や法改正などの発生に

よって，重要度が変化するパターンも考えら

れる．図4，図5のようなステークホルダマ

トリクスにより統一した記述フォーマットで

状況を蓄積しておけば，重要度と影響度の関

係のパターン化と共有がしやすいと考えられ

る．このようなパターンは要求獲得における

ノウハウを形式知化したものであり，パター

ンを再利用して，要求獲得計画を立案するこ

とで，突発的な要求の発生による開発作業の

手戻りや開発作業の混乱を防止することが期

待できる．

4.2.3 生産性効果

　表 2に2.2.1で対象とした次期モデル開発の

計画時の開発工程表を示す．開発期間は6カ

月である．開発人員は通常は3名で，テスト

工程では8名を予定していた．合計のコスト

見積りは11人月である．事前調査では，従

前より利用者からの要望としてあがっていた

処理時間性能の短縮のため，処理のメカニズムの調査や

新アルゴリズムの実現可能性の分析を計画し，当初の要

求定義に2人月の工数を予定していた．

　実際には，従来のステークホルダではない別のステー

クホルダからの要求追加が基本設計時に発生し，その結

果，基本設計を止め，要求定義を改めた．実際の実績工

程表を表 3に示す．要求定義には4.5人月を必要とした．

4.5人月の内訳は，当初予定の要求定義：2人月，追加要

求に起因した要求のスコープ再定義：0.7人月，追加部

分の要求定義：0.55人月，当初予定の要求定義結果の見

直しとドキュメント修正：1.25人月である．なお，基本

設計からシステムテストの工数が増加したのは，開発の

全体規模が増加したためである．

　あらかじめステークホルダ識別を行い，ベースライン

ステークホルダと関連ステークホルダとの関係も踏まえ

た要求獲得を行うと，従来よりも要求定義のコストは増

加する．ステークホルダが増加すると事前準備や調整な

ど次のコストが必要になると考えられる．

　• ヒアリング／レビュー：3H＊3人＊3回=27人H．

　• 要求仕様化：ヒアリングごとに準備とまとめで合

計8人H．3回分として，8人H＊3回＝24人H．

　• 開発者内部レビュー：4人H＊3人＊3回＝36人H．

　上記の合計による増加コストは 87人Hで，1人月を

150人Hとすると約 0.58人月となる．上記見積りを考

慮し，本手法による開発工程表を表 4に示す．表4では

表 2　予定工程表および工数

表 3　実績工程表および工数

No. タスク 工数
（人月）1カ月目 2カ月目 3カ月目 4カ月目 5カ月目 6カ月目

1 事前調査 1

2 要求定義 2

3 基本設計 3

4 詳細設計／開発／
単体テスト 3

5 総合テスト／
システムテスト 2

合計 11 1 2 2 2 2 2

No. タスク 工数
（人月）1カ月目 2カ月目 3カ月目 4カ月目 5カ月目 6カ月目

1 事前調査 1

2 要求定義 4.5

3 基本設計 3.25

4 詳細設計／開発／
単体テスト 3.5

5 総合テスト／
システムテスト 2

合計 15.75 1 2 2.75 3 3.5 3.5



要求獲得におけるステークホルダ識別手法の実適用評価

159

開発期間は6カ月，詳細設計～システムテスト（表4の

No.4と5）の開発期間は表2と同一とした．

　ステークホルダを識別し仕様化する工数は0.25人月で

ある．追加要求に関する要求定義は0.55人月である．し

たがって0.58＋0.25＋0.55＝1.38人月が計画に対する要

求定義の追加コストとなる．よって，理想とする要求定

義のコストは2＋1.38＝3.38人月となる．なお，ここに

は要求獲得結果の説明コストは織り込んでいるため，ベ

ースラインステークホルダである経営者側とのレビュー

コストは追加コストにはしない．

　筆者らの提案する手法の導入により，要求定義の実績

コストが4.5人月から3.38人月へと減少するので，4.5－

3.38＝1.12人月のコストを削減できる．さらに，工数だ

けではなく，基本設計などの段階でリードタイムの余裕

が生まれるので，新たな人員を獲得することが必要なく

なり，開発リスクの回避につながる．

　

4.3 実際のオペレーション担当者の要求が漏れていた
問題への適用

　2.2.2にて述べた問題の要因は，ステークホルダとし

て実際のオペレータが漏れていた点にある．ステークホ

ルダ図として実際のオペレータを洗い出すとともに，発

注者とオペレータに対して，図4，図5のようなステー

クホルダマトリクスを記述すると，「従来と同様の操作

性」といった操作性要求に対する重要度にギャップがあ

ることが認識できる．そして，その要求を開発範囲に入

れないことによりどのような影響があるか，事前検討の

余裕が生まれ，今回の問題発生を防止することが期待で

きる．

4.4 保守に関連する関連機器メーカの要求が漏れてい
た問題への適用

　2.2.3の問題の要因は，ステークホルダ識別において，

システムの直接の利用者，管理者だけではなく，メイン

テナンスにかかわる組織や部門を考慮に入れ

ておかなかった点にある．ステークホルダ図

により，保守担当者とやりとりをする関連機

器メーカをサテライトステークホルダとして

洗い出せた．

　ステークホルダマトリクスを用いれば，「業

務停止を防止するための保守運用の手順のマ

ニュアル化」という要求の重要度が高いこと

が容易に把握できる．ステークホルダ図とス

テークホルダマトリクスを相互に参照・確認

することで，重要な要求に対して，要求を詳細化する際

に考慮すべきステークホルダの定義漏れを防止できる．

5．得られたプラクティス

　以上の適用評価を通して，要求獲得において組織が考

慮すべきプラクティスを整理する．

　• ベースラインステークホルダと関連ステークホル

ダを洗い出し，これらのステークホルダから要求

獲得を行うべきである．これまでの習慣で固定化

されたステークホルダからのみ要求獲得をすると，

市場，環境，技術などの変化に柔軟に対応できな

いリスクがある．

　• 要求の重要度がステークホルダ間の衝突なく決ま

ると要求獲得が成功したように思えるものの，図4

と図5から読み取れたように，要求間のバランスが

崩れるリスクが内在していることを意識すべきで

ある．操作性要求と性能要求は，ステークホルダ

の違いにより重要度が異なる．あらかじめ，誰と

誰の要求が対立するかを予測し，すり合わせ作業

を事前に計画することが重要である．

　• ステークホルダは一見関係ないと思われる範囲ま

で幅広く集め認識しておく．ステークホルダ図と

ステークホルダマトリクスを相互に確認し，開発

や経営に携わる組織，納入するハードウェア，ソ

フトウェアの販売／製造／保守業者，保守・運用，

国・地域の法令や業務ルールに影響する組織まで ,

広くステークホルダを認識し，要求に反映させる

必要がある．

6．おわりに

　本稿では，ステークホルダ図，ステークホルダマトリ

クスによるステークホルダ識別の実践方法を考案し，そ

表 4　理想プロセスおよび工数

No. タスク 工数
（人月）1カ月目 2カ月目 3カ月目 4カ月目 5カ月目 6カ月目

1 事前調査 1

2 要求定義 3.38

3 基本設計 3.25

4 詳細設計／開発／
単体テスト 3.5

5 総合テスト／
システムテスト 3.5

合計 14.63 1 2.6 2.53 2.5 3 3
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の適用効果を示した．

　ステークホルダ識別は，要求獲得の出発点であり，要

求を獲得する源泉であるステークホルダの識別に失敗す

れば，その後，獲得できた要求の品質も安定しない．本

稿で述べた手法のように，ベースラインステークホルダ

に加えて関連ステークホルダを考慮することや，ステー

クホルダの各要求に対する影響度と重要度をステークホ

ルダマトリクスを用いて分析することは，開発途中での

突発的な要求変更を防止し，余裕を持った開発に取り組

むことを可能にする．

　要求獲得に関するすべての問題が，今回提案したステ

ークホルダ識別の手法のみで，解決できるわけではない．

しかし，統一した手法，考え方，成果物等の記述雛形を

用いることで，ノウハウが統一した形式で蓄積できる．

そして，蓄積されたノウハウは組織の資産となり，資産

の再利用により，開発生産性の向上，品質の安定化，リ

ードタイム短縮に有効であると期待できる．今後も，取

得できたノウハウを組織の資産として蓄積し，共有・再

利用することに取り組んでいく．
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